
（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：春日部市総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：春日部市 

 

 

 ３ 調査圏域：春日部市全域 

 

 

 ４ 調査期間：平成２７年度 

 

 

 ５ 調査概要： 

 本市の都市計画道路は、高度経済成長期の人口や経済の急速な増加・発展を前提と

して計画され、整備されてきました。しかし、少子高齢化の進行、将来的な人口減少

の見通し、財政の逼迫など、近年の社会経済情勢は大きく変化しつつあります。 

このような社会経済情勢の変化を受けて、埼玉県が平成１７年に「長期未整備都市

計画道路の見直しガイドライン」を、平成２５年に「都市計画道路の検証・見直し方

針」をそれぞれ策定し、長期未整備となっている都市計画道路の検証及び見直しに関

する基本的な考え方や方針が示されたところです。 

本市の都市計画道路の見直しにあたり、平成２６年度に市が作成した「都市計画道

路の検証・見直し方針」に基づき、春日部市が決定権限を持つ未整備区間を有する都

市計画道路１０路線のうち検証路線として選定された路線に対し、道路交通量やま

ちづくりの観点から検討を行い、その妥当性について再検証し、必要となる見直し案

の妥当性を評価するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称：春日部市総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

  第１章 概要 

１．１業務概要 

１．１．１目的 

１．１．２業務の概要 

１．１．３業務項目 

１．２実施方針 

１．２．１業務フロー 

１．２．２実施方法 

１．２．３業務実施体制 

１．３見直し検証路線 

 １．３．１都市計画道路の見直し検証路線の選定 

 

  第２章 現況把握 

２．１都市の概況 

２．１．１人口 

２．１．２産業 

２．１．３土地利用 

２．２都市交通の状況 

２．２．１東京都市圏パーソントリップ調査結果等 

２．３都市計画道路の状況 

２．３．１都市計画道路の整備状況 

２．３．２都市計画道路の整備実績及び整備予定 

２．３．３維持費の動向 

 

  



  第３章 交通実態の把握 

３．１調査概要 

３．１．１調査目的 

３．１．２調査箇所の選定 

３．２調査実施計画 

３．２．１作業計画書 

 

  第４章 上位関連計画の整理 

４．１上位関連計画の整理 

 

  第５章 都市計画道路を取り巻く環境の変化と課題把握 

５．１春日部市における環境の変化 

５．１．１比較に用いる資料 

５．１．２各年代の状況 

５．２春日部市における交通課題 

５．２．１春日部市の課題 

５．２．２都市計画道路の見直し検証路線の選定 

 

  第６章 将来交通量推計の条件整理 

６．１将来都市構造 

６．１．１まちづくり拠点 

６．１．２幹線軸 

６．１．３土地利用 

６．２将来人口フレーム 

６．２．１東京都市圏総合都市交通体系調査における将来人口 

６．３広域ネットワーク体系 

６．３．１将来交通量推計手法について 

６．３．２資料収集 

 

  第７章 将来交通量推計 

７．１ネットワークデータの作成 

７．２ゾーニング 

７．３自動車ＯＤ表作成 

７．４現況再現 

７．５将来交通量配分計算 

 

  



  第８章 都市計画道路の見直し素案の作成 

８．１見直し路線の選定（第３段階） 

８．１．１検証路線の概要 

８．１．２①まちづくりの観点からの必要性の検証 

８．１．３②まちづくりの観点からの実現性の検証 

８．１．４③実現性の課題への対応 

８．１．５④路線機能（代替路線）の検証 

８．１．６⑤道路網の観点からの検討 

８．１．７総合評価 

８．２存続路線の整備方針の検討 

８．３都市計画道路見直し素案の作成 

８．３．１総合評価 

８．３．２構想道路 

 

  第９章 庁内会議の運営支援 

９．１春日部市都市計画道路検討委員会 第３回作業部会資料 

９．２春日部市都市計画道路検討委員会 第４回作業部会資料 

９．２第３回春日部市都市計画道路検討委員会資料 

 

  資料編 交通量調査結果 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

春日部市都市計画道路検討委員会 

（委員長：春日部市都市整備部長 委員：関係部長） 

  

春日部市都市計画道路検討委員会 作業部会 

（部会長：春日部市都市整備部次長 委員：関係課長） 

  

春日部市都市計画道路検討委員会 事務局 

（春日部市都市整備部都市計画課） 

 

 ４ 委員会名簿等： 

 

春日部市都市計画道路検討委員会 

 所属 役職 

委員長 春日部市都市整備部 都市整備部長 

副委員長 春日部市総合政策部 総合政策部長 

委員 春日部市市長公室 市長公室長 

委員 春日部市財務部 財務部長 

委員 春日部市総務部 総務部長 

委員 春日部市環境経済部 環境経済部長 

委員 春日部市建設部 建設部長 

委員 春日部市都市整備部 鉄道高架担当部長 

 

  



春日部市都市計画道路検討委員会 作業部会 

 所属 役職 

部会長 春日部市都市整備部 都市整備部次長 

副部会長 春日部市建設部 建設部次長 

委員 春日部市財務部 財務部次長 

委員 春日部市都市整備部 鉄道高架担当次長 

委員 春日部市市長公室防災対策課 防災対策課長 

委員 春日部市総合政策部政策課 政策課長 

委員 春日部市財務部財政課 財政課長 

委員 春日部市財務部財政課 財政課事業調整担当課長 

委員 春日部市環境経済部環境政策推進課 環境政策推進課長 

委員 春日部市環境経済部農政課 農政課長 

委員 春日部市建設部道路管理課 道路管理課長 

委員 春日部市建設部道路建設課 道路建設課長 

委員 春日部市建設部道路建設課 道路建設課街路整備担当課長  

委員 春日部市都市整備部都市計画課 都市計画課長 

委員 春日部市都市整備部鉄道高架整備課 鉄道高架整備課長 

委員 春日部市都市整備部鉄道高架整備課 鉄道高架整備課中心

市街地整備担当課長 

委員 春日部市都市整備部まちづくり推進課  まちづくり推進課長 

 

 

 

 

 



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

本調査は、埼玉県が策定した「都市計画道路の検証・見直し指針」（平成 25 年 6 

月）を受け、平成 26 年 12 月に策定された「春日部市都市計画道路の検証・見直し

指針」に基づき選定された見直し候補路線 8 路線について、現況の交通実態を把握

し、将来交通量推計により道路機能を評価するとともに、廃止した場合の周辺道路の

影響等を検証し、都市計画道路の見直しを検討することを目的とする。 

 

  



 ２ 調査フロー 

（１）現況把握  （２）交通実

態の把握 

 （３）上位

関連計画の

整理 

・都市の概況 

・都市交通状況 

・都市計画道路状況 

    

  

（４）都市計画道路を取り巻く環境の変化と課題把握 

  

（５）将来交通量推計の条件整理 

・将来都市構造 

・将来人口フレーム 

・広域ネットワーク体系 

  

（６）将来交通量推計 

・ネットワークデータの作成 

・ゾーニング 

・自動車ＯＤ表の作成 

・現況再現 

・将来交通量配分計算 

  

（７）都市計画道路見直し素案の作成 

・見直し路線の選定（第３段階） 

・存続路線の整備方針の検討 

・都市計画道路網素案の作成 

  

（８）報告書作成 

 

 

 

 

 

  



 ３ 調査圏域図 

 

 

 

 

 

 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 ４ 調査成果 

 

春日部市都市計画道路見直しの背景・現状・目的 

 

１．背景 

本市の都市計画道路は、高度経済成長期の人口や経済の急速な増加・発展を前提として計画され、整

備されてきました。しかし、少子高齢化の進行、将来的な人口減少の見通し、財政の逼迫など、近年の

社会経済情勢は大きく変化しつつあります。 

このような社会経済情勢の変化を受けて、埼玉県が平成１７年に「長期未整備都市計画道路の見直し

ガイドライン」を、平成２５年に「都市計画道路の検証・見直し方針」をそれぞれ策定し、長期未整備

となっている都市計画道路の検証及び見直しに関する基本的な考え方や方針が示されたところです。

また、平成２３年には、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（第１次一括法、第２次一括法）」が成立し、道路の都市計画は管理主体に応じて決

定するよう改正されたことにより、市がこれまで以上に主体的に対応していくことが求められていま

す。 

 

２．現状 

市内には、平成２６年３月３１日現在、３３路線、約７６㎞の都市計画道路が計画決定され、全体の

約６３％（約４８㎞、県決定路線含む）の区間が整備されています。 

そのうち、市決定の都市計画道路は２２路線、約２８㎞の都市計画道路が計画決定され、全体の約５

６％（約１６㎞）の区間が整備されています。 

また、本市の人口は、平成１２年にピークを迎えた後、全国的な傾向より早く減少傾向に転じてお

り、平成４２年にはピーク時から約４万人減少すると見込まれております。 

本市では、年少人口が減少する一方、高齢者人口が増加しており、今後においても、本市の少子高齢化

は、県・全国平均を上回るペースで進むことが予測されております。なお、総人口に占める６５歳以上

の割合を示す高齢化率は、平成２７年には約２８．８％、平成４２年には約３５．５％となる見込みで

す。 

 

３．目的 

① 社会状況の変化や制度改正等を踏まえ、都市計画道路の必要性、実現性などについて検証を行

い、必要となる見直しを行う。 

② 見直すべき路線（区間）については、その理由を明確にし、都市計画変更の手続きを行う。 

③ 見直しの過程で、住民等に適時適切に情報提供を行うことにより、行政としての説明責任を果

たす。 

 

 

  



１．見直し検証路線 

都市計画道路の見直し検証路線の選定は、以下のフローのとおり行った。  

検証対象路線の抽出 
○幹線街路（市決定路線）のうち、未整備区間を 

有する路線 

※整備済以外の幹線街路について、検証路線とする 

都市計画道路（市決定） 

幹 線 街 路 

検証対象路線 

存 続 

Yes 整備済 

に該当 

No 

検 証 路 線 

事業認可 

取得済 

事業中区間 未整備区間 

Yes 

No 

第 1 段階 

検証路線の選定 
以下の路線以外の路線を検証する 

①自動車専用道路にアクセスする路線 

②総合振興計画の土地利用構想図に市の広域幹線又
は環状軸として位置づけられている路線 

見直し候補路線の選定 

○ まちづくりの観点からの必要性の検証 

 

 

 

○ まちづくりの観点からの実現性の検証 

 

 

 

 

○ 実現性の課題への対応 

 

 

○ 路線機能（代替路線）の検証 

 

 

 

○ 道路網・道路機能の検討 

 

 

 

 

○ 必要性と実現性の総合的な評価 

・まちづくりの将来像の変化 
・関連事業の動向・変化 
・都市の安心・安全 

・希少な動植物の存在 
・歴史・文化・観光資源の存在 
・都市化の状況 
・地形的制約 

・都市計画の変更により実現性の課題に対応できる
か 

・代替路線があるか 
・新たな路線の追加や他路線の変更により当該路線
の機能を満足させることができるか 

・必要性と実現性の総合的な評価 

（道路網・道路機能の検討結果を考慮した総合的な評価） 

・道路機能の観点からの検討 

※必要に応じて見直し
内容を再設定する 

・上位計画等の整合性の確認 

・道路網の観点からの検討 

 

有 

検証の 

必要性 

無 
第 2 段階 

第 3 段階 

都市計画変更の検討 

無 

有 

見直し候補路線 

見直しの 
必要性 

※区画街路については、路線自体の性格が、幹線街路とは異
なり地域の日常生活に密着した道路を都市計画決定する
ものであるため除外 



(1)検証対象路線の抽出(第1段階) 

春日部市の市決定の都市計画道路の内、未完了(一部整備済、事業中、未整備)は12路線ある。 

その内、古利根川右岸線、区画街路1号線の2路線は街区道路として位置付けられているため、

見直し対象から除外する。 

表1- 1 見直し検討対象路線の抽出 

 
出典：都市計画道路の検証・見直し方針 

 

図1- 1 見直し検討対象路線 

  

No 路線名 延長(m) 整備済(m) 未整備(m) 整備率(％) 当初決定 整備状況 整備予定 検討対象

1 春日部駅西口大沼線 1,220 1,220 0 100.0 S39.3.17 整備済 -

2 内谷元町通り線 630 630 0 100.0 S39.3.17 整備済 -
3 谷原樋籠線 3,470 3,470 0 100.0 S39.3.17 整備済 -
4 中央通り線 2,610 1,069 1,541 41.0 S39.3.17 事業中 H27事業継続 〇
5 樋堀八丁目線 2,300 0 2,300 0.0 S39.3.17 未整備 - 〇
6 一の割通り線 1,180 0 1,180 0.0 S39.3.17 未整備 - 〇
7 川久保藤塚線 520 520 0 100.0 S53.9.26 整備済 -
8 藤塚赤沼線 1,730 970 760 56.1 S53.9.26 一部整備済 - 〇
9 北春日部駅西口南栄町線 2,020 2,020 0 100.0 S59.12.26 整備済 -
10 三枚橋通り線 110 110 0 100.0 H1.7.18 整備済 -
11 東埼玉道路連絡線 450 90 360 20.0 S63.4.26 一部整備済 - 〇
12 南桜井駅前北線 270 270 0 100.0 S41.3.22 整備済 -
13 南桜井駅前南線 350 350 0 100.0 S41.3.22 整備済 -
14 米島金崎線 1,420 690 730 48.6 S41.3.22 一部整備済 - 〇
15 西金野井米島線 1,150 180 970 15.7 S41.3.22 一部整備済 - 〇
16 金崎西金野井線 1,890 450 1,440 23.8 S41.3.22 一部整備済 - 〇
17 米島新宿線 1,850 890 960 48.1 S41.3.22 一部整備済 - 〇
18 西金野井新宿線 1,520 110 1,410 7.2 S41.3.22 一部整備済 - 〇
19 神明通線 430 430 0 100.0 H3.3.29 整備済 -
20 藤塚米島線 2,180 2,180 0 100.0 H19.1.16 整備済 -
21 古利根川右岸線 560 220 340 39.3 H4.7.20 一部整備済 - ×
22 区画街路1号線 600 0 600 0.0 H25.8.19 未整備 H27道路改良380m ×



(2)検証路線の選定(第 2 段階) 

第1段階で抽出した10路線の内、自動車専用道路にアクセスする東埼玉道路連絡線、総合計画に

おいて広域幹線又は環状軸として位置付けられている米島金崎線の2路線は、見直し対象から除外

する。その他の8路線については、当初決定からの経過年数も36～51年と長く、旧市町の合併によ

り都市計画区域が変更となり、都市計画の枠組みについても変化したと考えられることから、見

直し検証路線として選定する。 

表1-2 見直し検証路線の選定 

 
出典：都市計画道路の検証・見直し方針 

 

図1-2 見直し検証路線 

  

No 路線名 延長(m) 整備済(m) 未整備(m) 整備率(％) 当初決定 整備状況
当初決定からの
経過年数(H27.4)

位置付け 対象候補

1 春日部駅西口大沼線 1,220 1,220 0 100.0 S39.3.17 整備済 - - -

2 内谷元町通り線 630 630 0 100.0 S39.3.17 整備済 - - -
3 谷原樋籠線 3,470 3,470 0 100.0 S39.3.17 整備済 - 地域幹線道路 -
4 中央通り線 2,610 1,069 1,541 41.0 S39.3.17 事業中 51 〇
5 樋堀八丁目線 2,300 0 2,300 0.0 S39.3.17 未整備 51 〇
6 一の割通り線 1,180 0 1,180 0.0 S39.3.17 未整備 51 〇
7 川久保藤塚線 520 520 0 100.0 S53.9.26 整備済 - - -
8 藤塚赤沼線 1,730 970 760 56.1 S53.9.26 一部整備済 36 〇
9 北春日部駅西口南栄町線 2,020 2,020 0 100.0 S59.12.26 整備済 - - -
10 三枚橋通り線 110 110 0 100.0 H1.7.18 整備済 - - -

11 東埼玉道路連絡線 450 90 360 20.0 S63.4.26 一部整備済 26
自動車専用道への

アクセス道
-

12 南桜井駅前北線 270 270 0 100.0 S41.3.22 整備済 - - -
13 南桜井駅前南線 350 350 0 100.0 S41.3.22 整備済 - - -
14 米島金崎線 1,420 690 730 48.6 S41.3.22 一部整備済 49 広域幹線道路 -
15 西金野井米島線 1,150 180 970 15.7 S41.3.22 一部整備済 49 〇
16 金崎西金野井線 1,890 450 1,440 23.8 S41.3.22 一部整備済 49 〇
17 米島新宿線 1,850 890 960 48.1 S41.3.22 一部整備済 49 〇
18 西金野井新宿線 1,520 110 1,410 7.2 S41.3.22 一部整備済 49 〇
19 神明通線 430 430 0 100.0 H3.3.29 整備済 - - -
20 藤塚米島線 2,180 2,180 0 100.0 H19.1.16 整備済 - 地域幹線道路 -
21 古利根川右岸線 560 220 340 39.3 H4.7.20 一部整備済 22 街区道路 -
22 区画街路1号線 600 0 600 0.0 H25.8.19 未整備 1 街区道路 -



２．都市計画道路の見直し（案） 

「都市計画道路の検証・見直し方針」(平成26年12月)に準じ、①まちづくりの観点からの必要性

の検証、②まちづくりの観点からの実現性の検証、③実現性の課題への対応、④路線機能(代替路

線)の検証、⑤道路網の観点からの検討を行い、検証結果を基に総合的な評価を行った。 

 

表2- 1 評価項目一覧 

評価項目 

評価基準 

廃止    ←   →    存続 

×  ○ 

①まちづくりの観点からの必要性の検証 

■まちづくりの将来像の変化 
上位計画の変更、まちづくりの将来像や考え方の変

化に伴い、当該路線の必要性が変化している 

必要性が低い  必要性が高い 

■関連事業の動向・変化 
当該路線に関連する事業計画(土地区画整理事業、駅

周辺開発事業、地区計画、公園事業など)の変化(拡

大・縮小・廃止など)に伴い、路線の必要性が変化し

ている 

必要性が低い  必要性が高い 

■都市の安心・安全 
当該路線全線または一部区間において、災害時の救

援活動、避難路等の防災空間としての機能を有して

いる 

避難路では 

ない 

避難路としての

条件を満たす 

避難路としての 

位置づけあり 

当該路線が延焼遮断効果としての機能・役割を有す

る 幅員12m未満 幅員12m～15m 幅員15m以上 

②まちづくりの観点からの実現性の検証 

■希少な動植物の存在 
当該路線の区域内に、保全すべき希少な動植物が明

らかに存在している 

存在するため影

響が懸念される 

存在するが 

影響は軽微 

存在しないため

支障なし 

■歴史・文化・観光資源の存在 
当該路線の区域内に、保全すべき歴史・文化・観光

資源等が明らかに存在している 

存在するため影

響が懸念される 

存在するが 

保全、移転可 

存在しないため

支障なし 

■都市化の状況 
(商店街等で地域の活性化に寄与している場合) 

都市計画道路の整備により、既存の商店街の移転等

が発生し、都市の空洞化を招く恐れがある 

空洞化の 

おそれがある 
－ 

空洞化の 

おそれがない 

(住宅街の場合) 

都市計画道路の整備にあたり、多数の家屋の移転等

が発生すると見込まれるため、地域のコミュニティ

の維持に問題がある 

問題が大きい 

(集落の1割 

以上移転) 

問題が小さい 

(集落の1割 

未満移転) 

■地形的制約 
ルート・構造等を変更しても、合理的な事業実施を

図ることができない(地形的な制約が明らかに存在し

ている場合) 

地形的な制約があ

り、合理的に事業

実施できない 

ルート・構造変更

等により、合理的

に事業実施ができ

る 

地形的な制約がな

い 

③実現性の課題への対応 

都市計画の変更により実現性の課題に対応できるか 
対応できる  対応できない 

④路線機能(代替路線)の検証 

■交通機能の検証 
代替候補において、幹線街路を代替する交通機能と

して、車道は2車線が確保され、歩車分離された歩

道が整備されていることにより、通行機能と沿道利

用機能が確保されている 

交通機能を考慮

した幅員の基準

を満たす 

今後基準を満た

すように整備さ

れる予定あり 

交通機能を考慮

した幅員の基準

を満たさない 

■都市防災機能の検証 

代替路線において、防災機能(避難路、延焼防止機能
確保されている  確保できない 



等)が確保されているか 

⑤道路網の観点からの検討 

■混雑度評価 
都市計画の見直しを行った場合における周辺道路へ

の影響は大きくないか 

混雑度が1.25未

満である 
 

混雑度が1.25以

上である 

■交通量評価 
現在計画されている都市計画道路が交通量から見た

ときに過大なものとして計画されていないか 

交通量が500台/

日未満である 
 

交通量が500台/

日以上である 

必要性と実現性の総合的な評価 

路線の都市計画を見直す必要があるか 見直す必要有  見直す必要無 

総合評価及び理由 

 

＜補足＞混雑度評価について 

 混雑度の閾値は、下表（出典：道路の交通容量）により1.25とした。 

 

  



＜混雑度の計算例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   混雑度 0.78＜1.25           混雑度 1.29＞1.25 

 

都市計画道路がない場合、混雑度 1.29＞1.25 となるため、交通量の観点からは存続とす

る。 

道路 A（台/日） 

交 通 量：7,000 

交通容量：5,000 

道路 C（台/日） 

交 通 量：11,000 

交通容量： 9,000 

都市計画道路がある場合 

都市計画 

道路 
現状 

 

都市計画道路がない場合 

道路 A（台/日） 

交 通 量：3,500 

交通容量：5,000 

都市計画道路 

道路 B（台/日） 

交 通 量：7,500 

交通容量：9,000 

道路 C（台/日） 

交 通 量：7,000 

交通容量：9,000 

断面交通量（台/日） 

交 通 量：18,000 

交通容量：14,000 

断面混雑度：1.29 

断面交通量（台/日） 

交 通 量：18,000 

交通容量：23,000 

断面混雑度：0.78 

将来 



■評価結果 

 見直し検証路線８路線を対象に評価項目ごとに評価を行い、都市計画決定時の背景・目的等を

踏まえ、総合評価を行った。 

 なお、本年度は、評価結果の公表は行わず、都市計画道路見直し素案の作成について、今後策定

される本市の上位計画や関連計画との整合や埼玉県都市計画課との協議・調整が必要になること

から、関係機関との間で必要な協議を実施した上で、今後都市計画道路見直し案を設定する。 

 


